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１【提出理由】

　平成25年６月27日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。 

２【報告内容】

（１）株主総会の開催年月日

　　　平成25年６月27日

　

（２）決議事項の内容

　　　第１号議案　剰余金処分の件

　　　　①期末配当に関する事項　

　　　　　当社普通株式１株につき金12円

　　　　②その他の剰余金の処分に関する事項

　　　　　ア．増加する剰余金の項目とその額

　　　　　　　別途積立金　　　　400,000,000円

　　　　　イ．減少する剰余金の項目とその額

　　　　　　　繰越利益剰余金　　400,000,000円　

　

　　　第２号議案　定款一部変更の件

当社の事業目的を整理し、明確化するとともに、今後の事業展開の多様化に対応するため、現行定款第２条（目

的）に所要の変更を行う。また、会社法の記載に表現を合わせるため、所要の変更を行う。

　

　　　第３号議案　取締役７名選任の件

取締役に、是枝伸彦、是枝周樹、由井俊光、大久保利治、滝本訓夫、松田修一、長友英資の７氏を選任する。

　

　　　第４号議案　補欠監査役２名選任の件

　　　　補欠監査役に、内山脩、北畑隆生の両氏を選任する。

　

（３）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら

びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果
（賛成の割合）

第１号議案 42,721 125 0 （注）１ 可決（92.35％）

第２号議案 42,742  100 0 （注）２ 可決（92.40％）

第３号議案 　 　 　 （注）３ 　

是枝伸彦 42,625 217 0 　 可決（92.15％）

是枝周樹 42,677 165 0 　 可決（92.26％）

由井俊光 42,634 208 0 　 可決（92.17％）

大久保利治 42,634 208 0 　 可決（92.17％）

滝本訓夫 42,664 178 0 　 可決（92.23％）

松田修一 42,690 152 0 　 可決（92.29％）

長友英資 42,677 165 0 　 可決（92.30％）

第４号議案 　 　 　 （注）３ 　

内山　脩 42,697 145 0 　 可決（92.30％） 

北畑隆生 42,583 259 0 　 可決（92.06％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主

の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主

の議決権の過半数の賛成であります。

　　　　　　　 

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ
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び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上
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